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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年８月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２６年３月２５日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 北海道松前町松前港南西方沖 

 松前町所在の松前小島灯台から真方位２３４°９.５海里付近 

 （概位 北緯４１°１６.２′ 東経１３９°３８.６′） 

事故調査の経過  平成２６年３月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六十八順
じゅん

洋
よう

丸、１２７トン 

 ＨＫ１－９２３（漁船登録番号）、株式会社順洋漁業 

 ３２.００ｍ（Lr）×６.０８ｍ×２.６４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、９５６kＷ、昭和５５年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４８歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１９年１１月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１０月３０日 

  免状有効期間満了日 平成２９年１１月１１日 

一等機関士 男性 ６３歳 

 六級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和４８年２月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年１月２６日 

  免状有効期間満了日 平成２８年１月２５日 

 死傷者等 重傷 １人（一等機関士） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び一等機関士ほか９人が乗り組み、松前港南西方沖

を約８ノットの対地速力で南進しながら、かに籠の投入作業を行って

いた。 

 一等機関士は、２層となっている船尾甲板の上部（以下「上部甲

板」という。）で５人の乗組員と共にかに籠の投入作業中、餌が付い

ていないかに籠があったので、かに籠を立てて足を入れ、餌を付けて

いたところ、船尾から海中に投入されていた幹綱が緊張し、同かに籠

が船尾方に引かれて足を取られ、平成２６年３月２５日０８時３０分
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ごろ約１.６ｍ下の甲板（以下「下部甲板」という。）に転落した。 

 一等機関士は、顔面、腕、胸等を強打し、松前港に帰港後、救急車

で病院に運ばれ、全身打撲、左第１指末節骨骨折及び右動眼神経麻痺

を負っていることが判明した。 

（付図１ 発生場所略図、写真１ 発生場所の状況、写真２ かに籠

に足を入れた状況 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 

 

 一等機関士は、かに籠漁の経験が豊富であり、かに籠の投入作業を

ふだんから行っていた。 

 一等機関士は、合羽上下、ゴム手袋、耳を覆う防寒用の帽子及び固

定式の作業用救命胴衣を着用し、長靴を履いていた。 

 船長は、漁労長を兼任しており、漁場選定等の漁労の総指揮及び救

命胴衣着用等の乗組員に対する安全指導を担当していたが、かに籠の

投入作業方法について、指示を出すことはなく、機関長、一等機関士

等が適宜指揮を執っていた。 

 本船のかに籠は、上輪の直径約０.９ｍ、下輪の直径約１.５ｍ、高

さ約０.６ｍの円錐台形であり、上部中央には直径約０.４ｍの漏斗状

の落とし口が設置され、落とし口のそばにあるフックに餌を入れた合

成繊維製の網状の袋を付け、幹綱につないで使用していた。 

 本船は、上部甲板が餌から出る汁で滑る事を防ぐため、水を流して

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、松前港南西方沖でかに籠の投入作業中、一等機関士が、上

部甲板でかに籠に足を入れ、餌を付けていたところ、船尾から海中に

投入されていた幹綱が緊張し、同かに籠が船尾方に引かれて足を取ら

れたことから、下部甲板に転落し、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、松前港南西方沖でかに籠の投入作業中、一等機

関士が、上部甲板でかに籠に足を入れ、餌を付けていたところ、船尾

から海中に投入されていた幹綱が緊張し、同かに籠が船尾方に引かれ

て足を取られたため、下部甲板に転落したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・かに籠の投入作業中は、かに籠の中に足を入れないこと。 
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付図１ 発生場所略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      写真１ 発生場所の状況     写真２ かに籠に足を入れた状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


